
令和４年度 がん検診受診促進パートナー企業の取組み 

企業、団体名 東京海上日動火災保険株式会社 神奈川支店 町田支社 

【従業員に対するがん検診の受診勧奨】 

・以下条件を満たす希望者に健康診断とあわせて受診勧奨 

子宮がん検診：20 歳以上の女性／乳がん検診：30 歳以上の女性／ 

肺がん検診：40歳以上／前立腺がん検診：50歳以上の男性 

【従業員にとって、がんの療養及び家族の看護がしやすい環境の配慮】 

・看護休暇の短時間休暇制度を導入 

・傷病欠勤期間に応じてアローワンス勤務の導入など 

 

【従業員が、がんを理由に不利益な扱いを受けることがないような配慮】 

・社内ハラスメント規定に記載 

【がんの予防及びがん検診の重要性等についての正しい知識の普及】 

・ピンクリボン運動への社員参画（コロナ禍以降実施なし） 

 

 

【市が実施するがん検診の普及啓発やがん対策の取組への協力】 

・社内・代理店・契約者へチラシ配布などを通じて普及啓発を実施 

 

 

【その他 がん検診の受診促進に関する取組】 

 

 

 


